
省

令

平成年月日 金曜日 第号官 報
〇
総
務
省
令
第
七
十
七
号

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日総

務
大
臣

山
本

早
苗

総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
三
条
第
二
項
第
六
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」

を
「
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
財
務
省
令
第
七
十
一
号

財
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第

二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
省
組
織
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日財

務
大
臣

麻
生

太
郎

財
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

財
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
財
務
省
令
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
九
仙
台
中
の
項
中
「
、
車
町
」、「
、
名
掛
丁
」

及
び
「
、
東
七
番
丁
か
ら
東
十
番
丁
ま
で
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
九
月
十
九
日
か
ら
施
行

す
る
。

〇
農
林
水
産
省
令
第
七
十
二
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

十
五
号
）
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

林

芳
正

動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
（
平
成
十
六
年
農
林
水
産

省
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〇
農
林
水
産
省

環

境

省
令
第
三
号

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二

十
一
条
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特

定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

農
林
水
産
大
臣

林

芳
正

環
境
大
臣

望
月

義
夫

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の

防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省

環

境

省
令

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
第
一
中
六
を
削
り
、
七
を
六
と
し
、
八
を

七
と
し
、
九
を
八
と
す
る
。

別
表
第
三
の
第
一
の
六
の
（
二
）
の
ひ
め
ぐ
も
科
の
項

中
「
ヒ
メ
グ
モ
属
」
を
「
ゴ
ケ
グ
モ
属
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
六
十
九
号

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
第
四
条
の
二

第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
舶
の
通
常
の
活
動

に
伴
い
生
ず
る
汚
水
で
あ
つ
て
海
洋
に
お
い
て
処
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
の
水
質
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
汚
水
で
あ
つ

て
海
洋
に
お
い
て
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

の
水
質
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
汚
水
で
あ
つ
て
海

洋
に
お
い
て
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
水
質
の
基

準
を
定
め
る
省
令（
昭
和
四
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
含
有
量
の
項
中
「
〇
・
三

ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

〇
環
境
省
令
第
三
十
三
号

水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八

号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二

十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日環

境
大
臣

望
月

義
夫

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令

（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

総

理

府

通
商
産
業
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
二
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
〇
・

〇
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
〇
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に

改
め
る
。

（
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
六
年
総

理
府
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
項
中
「
〇
・

三
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る

水
質
汚
濁
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第

二
項
の
特
定
施
設
（
設
置
の
工
事
が
な
さ
れ
て
い
る
施

設
を
含
む
。）を
設
置
す
る
工
場
又
は
事
業
場
か
ら
法
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
用
水
域
に
排
出
さ
れ
る

水
の
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
に
つ
い
て
の
排
水
基
準

（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
排
水
基
準
を
い
う
。）

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
六
月
間
（
当
該
施
設

が
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第

百
八
十
八
号
）
別
表
第
三
に
掲
げ
る
施
設
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
一
年
間
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
排
水
基
準
を
定
め
る
省
令
第
一
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
に

お
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
二
劇
薬
の
項
中
第
四
十
七
号
を
第
四
十
八
号
と

し
、
第
十
一
号
か
ら
第
四
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

オ
ク
ラ
シ
チ
ニ
ブ
、
そ
の
塩
類
及
び
そ
れ
ら
の

製
剤

別
表
第
三
中
「
モ
キ
シ
デ
ク
チ
ン
を
含
有
す
る
外
皮
用

剤
（
」
の
下
に
「
犬
又
は
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
中
第
百
二
十
四
号
を
第
百
二
十
五
号
と
し
、

第
十
六
号
か
ら
第
百
二
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

オ
ク
ラ
シ
チ
ニ
ブ

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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